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後
藤
基
綱
・
基
政
父
子

（二）

ー
ー
そ
の
和
歌
の
事
績
に
つ
い
て
｜
｜

は

じ

め

に

中

－E
－－a
E

・・
1
 

・E
E，ノ

綱
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

前
稿
（
「
後
藤
基
綱
・
基
政
父
子
付
ー
ー
そ
の
家
譜
と
略
伝
に
つ
い
て
1
｜
｜
」
（
本
誌
第
四
十
八
号
）
）
に
引
き
続
き
、

博

夫

後
藤
基
政
と
そ
の
父
基

本
稿
に
於
て
は
、
歌
人
と
し
て
の
両
者
の
資
料
の
整
理
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
若
干
の
検
討
と
を
試
み
て
み
た
い
。

（一）

先
ず
、
管
見
に
入
る
限
リ
の
、
基
網
・
基
政
の
現
存
す
る
和
歌
を
、

含
め
て
お
く
）
。

集
別
の
数
で
次
に
示
し
て
お
く
（
参
考
ま
で
に
、
基
綱
次
男
基
隆
も
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集

月IJ

寄欠

和

委文

表

計
却
（
却
）
＊
首
（
1

基
綱

新
勅
撰
和
歌
集

続
後
撰
和
歌
集

続
古
今
和
歌
集

続
拾
遺
和
歌
集

続
後
拾
遺
和
歌
集

新
千
載
和
歌
集

新
続
古
今
和
歌
集

万
代
和
歌
集

現
存
和
歌
六
帖

雲
莱
和
歌
集

東
撰
和
歌
六
帖

続
群
書
類
従
本

中
川
文
庫
本

拾
遺
風
拡
和
歌
集

夫
木
和
歌
抄

二
八
明
題
和
歌
集

1 1 1 1 3 2 

ネ二二万

て題題
H百、、万
崎明明、

中資 ~T
千麦

2 1 2 1 

抄土森
出後
本摂
0 1 
'v' 0 

続
後

7
（
束
中
1

）

9
（
束
続
1
）

1
〈
抄
出
本
0
〉

2
（3
）
＊
（
続
後
拾
、
題
、
明

ー
。
続
拾
、
題
、
明
、
山
氏
、

後
l
。
続
古
、
題
、
明
1
。

続
後
撰
、
万
1
）

和
歌
題
林
愚
抄

明
題
和
歌
全
集

後
葉
和
歌
集
（
室
町
期
）

資
賢
集

基
政

続
後
撰
和
歌
集

続
古
今
和
歌
集

続
拾
遺
和
歌
集

玉
菜
和
歌
集

新
千
載
和
歌
集

秋
風
抄

現
存
和
歌
六
帖

新
和
歌
集

束
撰
和
歌
六
帖

上
l
同
／
ム
ヨ

ニ
二
日
必
守
合
ト
仁

2
（3
）
水
（
続
後
拾
、
二
、
明

ー
。
続
拾
、
二
、
明
、
資
、

後
1
。
続
古
、
二
、
明
1
）

2
（3
）
＊
（
続
後
拾
、
二
、
題

ー
。
続
拾
、
二
、
題
、
資
、

後
1
。
続
古
、
二
、
題
1
）

1
（
続
拾
、
二
、
題
、
明
、
資

1
（
後
拾
、
二
、

題、

明
、
後
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1 6 1 
題合

明 lo

。／、

題三
明、

1 12 2 1 

宗抄
合出
4 本
.___, 0 

＼／ 



続
群
書
類
従
本

3
（
束
中
1
）

小
川
丈
版
本

6
（
中
続
1
）

中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
合ω

（続十日
1
c
新
4
）

巾
務
卿
宗
尊
親
王
家
目
首
（
散
逸

J

続
古
今
詞
計
一
川
）

4

－‘a
A
 

一
十
六
人
大
歌
合

コ
ι4ι4ノ戸田、、

T管

続
占
、
二
、
店
、

拾
遺
風
淋
和
歌
集

犬
木
和
歌
抄

六
花
和
歌
集

二
八
明
題
和
歌
集

1
（
抄
出
本
に
も
訂
）

3 1
（
続
古
1
）

2
（
続
古
、
三
、
題
、

統
古
、
題
、
明
1
）

2
（
続
古
、
一
二
、
二
、

続
古
、
二
、
明
1
）

2

5祝
十
日
、
三
、
二
、

続
古
、
二
、
題
1
）

明
1

口

和
歌
題
林
愚
抄

明
1
0

明
題
和
歌
全
集

fill 

L
l
Qリ

h
j

1
4
4
H
7】
」
巨
ト

基
隆

続
十
日
今
和
歌
集

士

E
n吉
日

k
t
－

み
庁

Jt百
苦
手
話
イ
7

新
後
撰
和
歌
集

続
後
拾
遺
和
歌
集

新
拾
遺
和
歌
集

新
続
古
今
和
歌
集

束
撰
和
歌
六
帖

続
群
書
類
従
本

2
（
新
拾
、
題
、
明
1
）

中
川
文
庫
本

8

中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
合ω

（
新
後
撰
、
新
1
0
新
2
）

5
（
新
後
撰
、
宗
合
1
0
宗
合

2
）
 

2
（
続
古
1
、
続
後
拾
1
）

1
（
新
拾
、
東
続
、
明
1
）

1
（
新
拾
、
東
続
、
題
1
）

8
（二
1

）

1 1 1 1 

東二新
続 1

題合
1 

明）
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主
川
口

P
R
Z
K

刊主
i
q
可
可
行
オ

二
八
明
題
和
歌
集

和
歌
題
林
愚
抄

明
題
和
歌
全
集

寸万、

一一
1
L
は、

（
）
内
の
数
字
は
、
各
集
の
現
一
文
字
を
以
て
重
出
状
況
を
示
し
た
も
の
（
例
え
ば
、
基
綱
の
〔
続
後
撰
和
歌
集
』
の

同
集
と
『
万
代
和
歌
集
』
と
『
二
八
明
題
和
歌
集
fu

に
共
有
歌
一
首
が
あ
る
こ
と
を
表
す
）
。
例
、
新
日
新
和
歌
集

但
、
勅
撰
集
及
び
下
詰
の
各
集
は
、
適
宜
二
、
三
文
字
と
す
る
。
束
撰
和
歌
六
帖
続
群
書
類
従
本
N
東
続
。
同
中
川
文
庫
本
日
束
中
。

中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
九
日
リ
宗
へ
口
。
和
歌
題
林
愚
抄
日
題
。



次
に
、
両
者
の
歌
人
と
し
て
の
事
跡
に
つ
き
、

編
年
的
に
整
理
を
施
し
た
も
の
を
、
本
稿
末
尾
に
表
示
す
る
（
便
宜
的
に
、
各
将
軍
期
を

指
標
と
し
て
示
し
、
略
、
そ
れ
に
従
っ
て
考
察
す
る
）
。

右
記
の
集
別
和
歌
の
重
出
状
況
中
、
『
新
和
歌
集
』
と
『
中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
合
』
と
に
於
て
、

基
政
と
基
隆
の
詠
が
、

各

各

四
首
と
三
首
ず
つ
重
複
し
て
い
る
こ
と
は
、

『
新
和
歌
集
』
の
成
立
の
問
題
に
及
ん
で
些
五
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
推
定
の

過
程
は
別
稿
（
2
）
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
私
見
の
結
論
部
分
を
以
下
に
提
出
し
て
お
く
。

｛
切
吋
新
和
歌
集
』
と
重
出
す
る
後
藤
基
政
・
基
隆
の
『
中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
合
』
出
詠
の
七
首
は
、

恐
ら
く
は
、

宇
都
宮
家

と
後
藤
家
と
の
接
近
（
3

）
（
又
は
結
縁
）
が
機
縁
と
な
り
、

或
い
は
宇
都
宮
頼
業
周
辺
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、

同
集
に
追
補
入
さ
れ
た
も
の

- 69 ー

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
従
っ
て
、
同
集
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
（
4
）
あ
る
が
、
石
川
速
夫
氏
の
説
｜
｜
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
七
月

二
日
ま
で
の
時
期
に
一
応
成
立
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
夏
過
ぎ
ま
で
切
継
ー
ー
ー
に
、
こ
の
一
事
に
よ
る
限
り
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

山
門
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
両
家
の
結
縁
日
基
頼
と
頼
業
女
の
婚
姻
が
、
弘
長
元
年
前
後
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
従
っ
て
、
基
宗

の
生
年
も
そ
れ
以
後
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
（
前
稿
の
生
年
推
定
l
l弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）

t
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
｜
｜
と
予
盾
は
な

以
上
は
あ
く
ま
で
も
仮
定
の
上
に
立
っ
た
推
測
で
あ
る
の
で
、
今
後
別
の
視
点
か
ら
の
考
察
も
含
め
、
猶
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
下
、
後
掲
の
年
表
に
拠
り
つ
つ
、
記
述
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。



（二）

先
ず
、
基
綱
に
つ
い
て
述
べ
る
。

記
録
上
、
時
期
を
特
定
し
得
る
、
基
綱
の
歌
人
と
し
て
の
事
跡
の
初
見
は
、

そ
の
五
十
歳
の
時
の
寛
喜
二
年
（
一
二
三

O
）
三
月
十
九
日
の

連
歌
秀
句
献
呈
と
、
同
三
年
（
一
二
三
二
十
一
月
二
十
九
日
の
御
所
和
歌
会
へ
の
参
加
で
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
、
基
綱
は
、

三
十
三
歳
の
時
の
建
暦
三
年
（
一
二
三
二
）
二
月
二
日
に
、
「
学
問
所
番
L

（

5
）

の
一
人
と
な
り
、
将
軍
実
朝
に

近
仕
し
て
い
た
。
こ
の
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
基
綱
が
、
若
年
時
よ
り
和
歌
詠
作
を
為
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
留
保
さ
れ
よ
う
。

存
」
も

よ

4
4

は
、
将
軍
源
実
朝
家
の
歌
会
に
、
基
綱
が
出
詠
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
次
の
詠
作
に
よ
っ
て
も
、

裏
付
け
ら
れ
よ
う
（
詠
作
時
期
に
つ
い
て

- 70 -

は
後
考
を
期
し
た
い
）
。

家
に
秋
の
う
た
よ
ま
せ
持
り
け
る
に

鎌
倉
右
大
臣

み
ち
の
辺
の
を
の
の
ゆ
ふ
ぎ
り
た
ち
か
へ
り
見
て
こ
そ
ゆ
か
め
秋
は
ぎ
の
花

ふ
る
さ
と
の
も
と
あ
ら
の
こ
は
さ
い
た
づ
ら
に
見
る
ひ
と
な
し
に
さ
き
か
ち
る
ら
む

藤
原
基
綱

し
ら
す
げ
の
ま
の
の
は
ぎ
は
ら
さ
き
し
よ
り
あ
さ
た
つ
し
か
の
な
か
ぬ
日
は
な
し（

一
」
一
新
勅
撰
和
歌
集
L

｝
巻
四
秋
歌
上
ニ
三
六
よ
三
八
番
）

周
知
の
如
く
、
尖
朝
山
公
暁
に
暗
殺
さ
れ
る
の
は
、
建
保
七
年
（
一
一
二
九
）
正
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
り
、
基
絢
三
十
九
歳
の
時
に
当

る
υ

従
っ
て
、
右
の
一
首
は
、
壮
年
期
を
前
に
し
て
の
基
綱
の
作
歌
活
動
を
、

一
応
は
推
察
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
c



し
か
し
、
基
綱
は
、
承
久
の
乱
後
、
家
勢
の
維
持
・
興
隆
に
務
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
れ
故
、
基
綱
に
は
、
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
に

評
定
衆
と
な
り
、

そ
の
後
漸
次
柳
営
内
に
地
歩
を
固
め
る
に
到
る
ま
で
は
、
積
極
的
に
詠
歌
活
動
に
従
事
す
る
余
裕
に
之
し
か
っ
た
と
見
倣

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

又
同
時
に
、
大
局
的
に
は
、
．
鎌
倉
の
歌
患
の
状
況
も

当
然
、

承
久
の
乱
を
経
た
幕
政
の
安
定
へ
の
動
向
に
呼
応
し
て
活
性
化
し
て
い

っ
た
も
の
と
把
握
さ
れ
る
。

そ
う
い
っ
た
背
景
も
、
幕
政
の
枢
要
た
る
基
綱
の
歌
人
と
し
て
の
発
動
期
を
、
少
な
く
と
も
記
録
の
表
面
上
、

遅
滞
さ
せ
て
い
る
こ
と
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
基
綱
は
、
年
表
に
も
見
る
如
く
、

そ
の
最
晩
年
ま
で
歌
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
頼
経
・
頼
嗣
・

- 71 -

宗
尊
の
三
代
の
将
軍
（
実
朝
将
軍
期
も
可
能
性
は
保
留
）
の
下
で
、

一
貫
し
て
歌
人
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
基

首
什
川
リ

Avh

、

何
叫

w，刀

宗
尊
親
王
幕
下
の
鎌
倉
歌
壇
の
活
性
・
開
花
期
以
前
に
、

同
歌
壇
を
構
成
す
る
要
員
で
あ
っ
た
1
1
1
同
歌
壇
経
営
に
功
が
あ
っ
た

1

l
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
関
東
重
代
の
歌
道
家
に
成
長
す
る
後
藤
家
の
礎
を
築
い
た
l

l
基
政
・
基
隆
等
の
歌
人
と
し
て
の
活
躍
を
準
備

し
た
l
i
l意
味
を
有
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

頼
経
・
頼
嗣
の
摂
家
将
軍
期
の
鎌
倉
歌
壇
は
、
次
代
の
宗
尊
将
軍
期
に
歌
壇
が
興
隆
し
得
る
言
わ
ば
土
壌
を
養
っ
た
意
義
は
有
す
る
も
の

の
、
特
記
す
べ
き
文
学
的
業
績
（
作
品
）
を
産
む
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、

そ
の
本
質
は
、
関
東
武
家
社
会
の
京
都
貴
族
文
化
の
模
倣

摂
取
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
歌
情
一
の
動
向
は
、
幕
府
要
人
達
の
交
流
の
場
の
提
供
と
い
う
意
味
を
付
帯
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
基

綱
は
、
そ
の
歌
壇
に
身
を
置
き
、
種
々
の
歌
会
・
連
歌
会
に
、
北
条
得
宗
家
の
執
権
や
連
署
以
下
の
重
鎮
と
同
座
し
て
お
り
（
年
表
参
照
）
、

そ
の
事
跡
は
、
基
綱
の
存
在
が
御
家
人
・
歌
人
双
方
の
面
で
斯
界
に
し
か
る
べ
き
地
位
を
得
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。



と
こ
ろ
で
、
右
に
も
関
連
す
る
が
、
基
一
綱
が
所
謂
関
東
砥
候
の
延
臣
と
も
、
歌
を
媒
介
と
し
て
交
誼
を
結
ん
だ
こ
と
を
窺
知
さ
せ
る
資
料

が
あ
る
。

そ
の
一
首
を
次
に
示
す
。

（
っ
得
月
十
和
心
一
一
四
二
七
詞
H
け
）

前
左
兵
衛
督
教
定
家
の
歌
合
に
、
お
な
じ
心
を

藤
原
基
綱

あ
り
し
夜
の
夢
は
名
残
も
な
き
も
の
を
又
お
ど
ろ
か
す
山
の
は
の
月

（
守
新
続
古
今
和
歌
集
』
巻
十
四
恋
歌
四

一
回
二
八

こ
の
一
首
は
、
次
の
一
首
と
同
機
会
の
詠
作
で
あ
る
確
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

前
左
兵
衛
督
教
定
中
将
に
侍
け
る
時
歌
合
し
侍
け
る
に
、
寄
月
恋

真
昭
法
師

九
O

一J

九
O
二、

「
真
昭
法
師
」
は
、
俗
名
北
条
資
時
（
時
一
房
男
・
評
定
衆
）
で
、
早
く
承
久
二
年
一
月
十
四
日
に
出
家
し
て
、
寸
相
模
三
郎
入
道
真
昭
L

と
呼

）
ぬ
人
の
お
も
影
さ
そ
ふ
か
ひ
も
な
く
ふ
く
れ
ば
月
を
猶
予
つ
ら
み
つ
つ

（
可
続
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
三
恋
歌
三
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称
さ
れ
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
五
月
五
日
、

五
十
三
歳
で
卒
去
し
て
い
る
。

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
以
下
の
勅
撰
集
に
二
十
二
首
に
及
ぶ
入

集
を
見
、
鎌
倉
の
歌
会
に
於
て
も
、
度
々
基
綱
と
同
座
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

右
記
二
首
の
詠
作
機
会
が
一
致
す
る
も
の
と
し
て
、
す
の
時
期
、
即
ち
、
前
左
兵
衛
督
教
定
日
飛
鳥
井
（
二
条
）
教
定
が
、
中
将
で
あ
っ
た

時
期
は
何
時
で
あ
ろ
う
か
。
特
定
し
得
る
資
料
は
持
た
な
い
が
、
『
吾
妻
鏡
』
の
表
記
（
6
）
に
よ
っ
て
推
定
す
れ
ば
、
教
定
が
中
将
で
あ
っ
た

時
期
は
、
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
二
月
二
十
八
日
以
降
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
五
月
十
九
日
以
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
真

昭
の
没
年
も
勘
案
す
れ
ば
、
右
記
の
「
歌
合
」
の
催
行
時
期
は
、

早
く
と
も
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
二
月
二
十
八
日
以
降
、

建
長
三
年
（
一

二
五
二
五
月
五
日
以
前
と
な
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
散
逸
歌
の
収
集
も
含
め
後
考
を
期
し
た
い
）
。

」
れ
は
、

頼
経
将
軍
在
位
末
期
か
ら

頼
嗣
将
軍
期
の
前
半
頃
ま
で
の
時
期
に
相
当
す
る
。



教
定
は
、
飛
鳥
井
雅
経
の
男
（
母
大
江
広
元
女
）
に
し
て
、
頼
経
以
下
頼
嗣
・
宗
尊
の
三
代
の
将
軍
に
近
仕
し
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
四

月
八
日
、

卒
去
し
て
い
る
（
関
東
に
於
て
日
）
。

京
都
の
歌
詞
二
道
を
家
業
と
す
る
敦
定
は
、

関
東
御
家
人
に
と
っ
て
は
恰
好
の
宗
匠
と
言

え
、
逆
に
、
教
定
に
と
っ
て
は
、

そ
の
業
を
以
て
、
幕
府
中
枢
に
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
も
、
処
世
上
回
避
し
難
き
側
面
を
有
す
る
と
言
え
よ

う
。
言
わ
ば
、
右
の
歌
合
の
如
き
は
、
そ
う
い
っ
た
背
景
の
中
に
催
行
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

猶
、
前
稿
に
記
し
た
如
く
、
寛
元
元
年
（
一
三
四
三
）
九
月
五
日
に
、
基
綱
が
自
邸
に
頼
経
を
迎
え
て
催
行
し
た
和
歌
・
管
絃
等
の
会
に
、

二
条
教
定
、
真
昭
（
北
条
資
時
）
は
共
に
参
会
し
て
い
る
。
右
の
歌
合
も
、
同
時
期
の
、
同
様
の
交
遊
園
に
生
ま
れ
た
事
跡
の
一
っ
と
認
識
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
基
綱
は
、
藤
原
定
家
独
撰
の
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
二
首
の
入
集
を
果
す
訳
で
あ
る
。
こ
の
名
誉
の
要
因
は
、
第
一
に
、
基
綱
が
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幕
府
の
実
力
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
当
時
、
検
非
違
使
（
左
衛
門
尉
）
に
し
て
、
京
都
・
鎌
倉
を
度
々
往
還
し
て

い
た
御
家
人
と
し
て
の
存
在
が
、
定
家
を
し
て
、
そ
の
動
向
を
『
明
月
記
』
に
記
し
留
め
さ
せ
、

延
い
て
は
、

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
入
集
を

導
き
出
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
（
も
の
の
ふ
の
八
十
）
「
宇
治
河
集
」
と
異
名
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
ま
で
に
、
関
東
武
家

歌
人
を
採
択
し
た
撰
者
定
家
の
、
政
治
的
配
慮
の
一
環
の
中
に
一
応
は
定
位
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
、
前
述
し
た
実
朝
と
基
綱
の
親
交
が
、

直
接
・
間
接
に
定
家
と
基
綱
の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
、

そ
の
個
人
的
誼
に
よ
る
定
家
の
顧
慮
が
作
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
定
家
の
編
集
態
度
も
、

一
様
に
非
文
学
的
・
政
治
的
・
個
人
的
判
断
に
よ
る
も
の
と
断
ず
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
猶
、
慎
重

に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）
。



摂
家
将
軍
期
の
前
半
日
頼
経
将
軍
期
は
、
記
録
上
は
歌
人
基
綱
の
発
動
期
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
に
述
べ
た
如
く
、
そ
こ
に
は
旺
盛

な
る
活
動
が
窺
わ
れ
歌
人
と
し
て
の
地
位
も
確
立
し
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
歌
壇
に
あ
っ
て
は
既
に
主
導
的
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る。

つ
ま
り
、
勅
撰
歌
人
と
な
り
、
そ
の
存
在
が
中
央
歌
壇
に
或
る
程
度
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、
自
身
は
鎌
倉
歌
壇
の
中
に
あ
り
、
中
央
文

化
の
実
践
に
精
力
的
に
従
事
し
た
時
期
と
し
て
概
括
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
基
政
は
、
前
稿
に
既
出
の
如
く
、
自
身
定
家
に
師
事
し
て
い
た
す
）
こ
と
を
示
唆
す
る
『

L

新
後
撰
和
歌
集
』
の
一
首
を
残
し
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

更
に
、

『
新
和
歌
集
』
の
末
尾
に
付
帯
さ
れ
た
「
新
和
歌
集
目
録
」
の
「
作
者
次
第
不
同
」
に
於
て
も
「
定
家

卿
和
歌
弟
子
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
（
8
1

同
目
録
の
成
立
事
情
は
不
詳
で
あ
り

や
や
問
題
を
残
す
が
、

同
集
の
成
立
に
準
ず
る
と
す
れ
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ば
、
定
家
が
基
政
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
同
集
成
立
の
時
期
に
於
て
は
関
東
御
家
人
社
会
に
通
念
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

ろトフ。こ
の
定
家
と
基
政
の
師
弟
関
係
の
実
際
は
不
明
で
あ
る
。

位
、
そ
の
関
係
は
恐
ら
く
は
父
基
綱
を
介
し
て
結
ぼ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ

る
。
定
家
亮
去
以
前
、
基
綱
は
既
に
検
非
違
使
を
拝
任
し
、
叙
爵
を
得
て
い
る
。
従
っ
て
、
定
家
に
と
っ
て
、
基
綱
は
、
御
家
人
と
し
て
認

知
し
得
る
程
度
の
存
在
に
は
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
単
な
る
関
東
の
好
士
基
政
が
、
仮
に
も
京
都
歌
壇
の
大
御
所
た

る
定
家
に
入
門
す
る
に
際
し
て
は
、
や
は
り
、
御
家
人
と
し
て
も
し
か
る
べ
き
地
位
を
占
め
、

又

一
応
は
勅
撰
歌
人
の
栄
誉
に
浴
し
た
父

基
綱
の
仲
介
（
基
綱
自
身
、
関
東
抵
侯
の
延
臣
等
に
仲
介
を
求
め
た
と
も
想
像
さ
れ
る
）
を
要
し
た
も
の
と
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

基
綱
は
、
頼
嗣
将
軍
期
に
入
川
ノ
、
一
三
万
代
和
歌
集
己
（
真
観
或
い
は
衣
笠
家
良
撰
か
）
、
同
－
現
存
和
歌
六
帖
一
旦
（
真
観
撰
、
家
良
関
与
か
）
、
円
秋

風
抄
』
（
小
野
春
雄
（
真
観
の
偽
名
か
）
撰
）
、
一
雲
葉
和
歌
集
』
（
九
条
基
家
撰
）
等
の
私
撰
集
に
、
各
々
一
、
二
首
な
が
ら
、
撰
歌
さ
れ
て
い
る



（
年
表
参
照
）
。
こ
れ
等
は
、
何
れ
も
、
所
謂
反
御
子
左
派
の
業
績
と
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

基
綱
自
身
が
、
中
央
歌
抱
一
の
対
立
抗
争
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
c

し
か
し
、
右
の
一
連
の
入
集
は
、
そ
の
撰
者
側
1

i

反
御

子
左
勢
力
ー
ー
が
、
基
綱
の
詠
を

l
l御
家
人
と
し
て
の
基
綱
を
ー
ー
ー
相
応
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
御
子
左
家
の
当
主
為
家
の
撰
に
な
る
『
続
後
撰
和
歌
集
』
に
基
政
と
共
に
入
集
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
頼
嗣
将
軍
期
に
、
歌
人
基
綱
は
、
既
に
中
央
歌
壇
に
存
知
さ
れ
、
御
子
左
・
反
御
子
左
の
両
派
か
ら
、

そ
の
存
在
・
詠
歌

を
無
視
し
得
な
い
程
に
は
認
知
・
評
価
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
諸
事
例
よ
り
し
て
、
同
時
期
が
、
歌
人
基
綱
の
評
価
の
点
で
の
最
盛
期
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
御
家
人
歌
人
基
綱
が
最

も
評
価
さ
れ
た
時
期
は
、

む
し
ろ
、
鎌
倉
歌
壇
自
体
は
、
次
代
（
宗
尊
将
軍
期
）
に
比
し
て
、
低
調
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

- 75ー

こ
の
時
期
に
基
綱
等
の
和
歌
が
中
央
歌
壇
に
進
出
し
た
こ
と
が
、
次
期
に
同
歌
壇
が
活
性
化
し
、
中
央
歌
壇
に
も
評
価
さ
れ
得
る
基
盤
の
一

つ
と
な
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
基
綱
は
、
宗
尊
親
王
将
軍
就
任
直
後
の
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
七
月
の
執
権
時
頼
邸
歌
会
出
席
を
最
後
に
、
卒
去
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
存
在
は
、
子
息
の
基
政
・
基
隆
等
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
基
綱
の
連
歌
に
つ
い
て
、
簡
略
に
言
及
し
て
お
き
た
い
（
Z
o

後
記
年
表
の
、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
十
一
月
二
十
九
日
、

永
福
寺
釣
殿
の
観
雪
和
歌
会
の
折
、

「
雪
気
」
が
、

寸
雨
脚
L

に
変
わ
っ
た

為
、
「
飴
興
L

は
っ
き
な
い
が
、
将
軍
頼
経
が
還
御
し
た
。
そ
の
帰
途
、
「
路
次
L

に
於
て
、
次
の
言
い
捨
て
連
歌
が
泰
時
と
交
わ
さ
れ
て
い

る
。
左
に
示
す
。



（
泰
時
）

・
：
基
綱
申
伝
。
雪
為
v
雨
無
v
全

f
。
武
州
令
v
間
v
之
給
。
被
v
仰
云
。

あ
め
の
し
た
に
ふ
れ
ば
ぞ
雪
の
色
も
み
る
。
基
綱

み
か
さ
の
や
ま
を
た
の
む
か
げ
と

τ
f。

こ
の
賀
趣
（
ω
）
を
含
ん
だ
短
連
歌
は
、

っ
頼
朝
・
長
時
等
の
俳
諮
連
歌
に
対
し
て
、
同
じ
云
い
捨
て
で
も
、

か
な
り
雅
純
な
発
想
で
あ
る
と

こ
ろ
に
、
当
時
の
傾
向
の
一
端
も
窺
い
得
る
か
」
（
日
）
と
も
評
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

右
以
外
に
、
作
品
自
体
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
基
綱
は
、
寛
喜
二
年
（
一
二
三

O
）
三
月
十
九
日
、

天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
四
月
十
七
日

等
の
連
歌
（
長
連
歌
か
（
ロ
）
）
の
会
席
に
名
を
連
ら
ね
て
い
る
（
年
表
参
照
。
他
に
、
基
綱
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
連
歌
会
も
あ
る
（
臼
）
）
。

以
上
よ
り
し
て
、
こ
の
頼
経
将
軍
期
（
中
央
の
連
歌
が
形
態
の
上
で
複
式
賦
物
に
移
行
し
、

そ
れ
が
鎌
倉
に
も
迎
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
時

期（
U
）
）
に
、
基
綱
が
時
々
の
鎌
倉
の
連
歌
に
も
、
北
条
一
族
や
、
源
親
行
、
東
胤
行
等
と
共
に
従
事
し
、
カ
を
発
揮
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

頼
嗣
将
軍
期
・
宗
尊
将
軍
期
（
寛
一
冗
二
年

t
文
永
三
年
）
は
、
「
鎌
倉
連
歌
の
育
成
に
と
っ
て
見
の
が
し
得
な
い
重
要
な
時
期
」
さ
と
も
さ

- 76ー

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

れ
る
。
こ
の
時
期
、
基
綱
の
連
歌
関
係
の
資
料
は
管
見
に
は
入
ら
な
い
が
、
全
く
連
歌
と
無
縁
の
状
態
に
あ
っ
た
と
は
考
え
難
く
、
相
応
の

活
動
を
為
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

か
か
る
基
綱
の
連
歌
の
素
養
は
、
基
政
に
も
継
承
さ
れ
た
と
思
し
く
、
前
稿
に
記
し
た
如
く
、
『
沙
石
集
』
（
後
に
『
菟
玖
波
集
h

に
所
収
）

に
、
謀
女
と
の
聞
の
機
知
的
唱
和
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

弟
の
基
隆
に
つ
い
て
は
、
一
』
吾
妻
鏡
コ
弘
長
三
年
こ
二
六
三
）
八
月
十
二
日
条
に
、
「
去
夜
御
連
歌
、
大
夫
判
官
基
隆
奉
v
仰
合
点
一
一
々
。
」
と

見
え
る
υ

こ
の
、
連
歌
の
合
点
は
、

一
ー
も
っ
と
も
早
い
例
」
（
%
）
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
c

又
、
基
隆
自
身
は
「
合
点
し
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、



堪
能
の
名
を
得
て
い
た
に
は
ち
が
い
な
い
よ
と
評
さ
れ
、
「
京
都
か
ら
下
向
し
た
公
卿
で
な
く
、
将
軍
幕
下
の
武
士
の
中
か
ら
連
歌
の
点
を

行
な
う
者
の
出
て
い
る
こ
と
L

は
「
注
意
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

鎌
倉
連
歌
の
成
育
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
O
L

と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
連
歌
史
上
の
位
置
付
け
の
問
題
は
措
く
と
し
て
、
基
隆
の
連
歌
の
素
養
も
ま
た
、

父
基
綱
の
影
響
下
に
育
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

兄
基
政
と
共
に
鎌
倉
の
連
歌
の
担
い
手
の
一
人
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
猶
、
伝
記
上
に
見
る
、
基
政
と
基
隆
の
関
係
i
ー
ー
父
基
綱

の
事
跡
を
、

基
政
・
基
隆
が
先
後
し
て
踏
襲
す
る
ー
ー
よ
り
し
て
も

金
子
金
治
郎
氏
の
、

（
同
年
六
月
二
日
在
京
人
と
な
り
上
京
し
て
い

る
基
政
が
）
つ
も
し
鎌
倉
に
あ
っ
た
な
ん
ば
、

あ
る
い
は
基
政
あ
た
り
が
合
点
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か

c
L
C
と
い
う
指
摘
は
、
妥
当

な
も
の
と
言
え
よ
う
。

後
藤
家
は
、
和
歌
の
み
な
ら
ず
連
歌
に
於
て
も
、

父
子
相
承
し
つ
つ
活
躍
し
、
鎌
倉
連
歌
の
歴
史
に
重
責
を
果
し
た
も
の
と
了
解
さ
れ
る
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の
で
あ
る
。

以
上
を
簡
略
に
ま
と
め
て
お
く
し

歌
人
基
綱
は
、
幕
政
が
安
定
へ
と
向
か
い
、
自
身
御
家
人
と
し
て
顕
要
の
地
杭
を
確
立
し
た
頼
経
将
軍
期
、
鎌
倉
歌
壊
に
於
て
旺
盛
に
活

動
し
、
勅
撰
歌
人
と
も
な
り
、
斯
界
に
主
導
的
役
割
り
を
果
し
た
口
そ
の
活
動
は
、
純
然
た
る
好
士
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
幕
府
要
人

達
と
の
交
流
の
一
端
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
基
綱
の
京
都
貴
族
文
化
の
実
践
は
、
そ
れ
を
柳
営
に
定
着
せ
し
め
る
の
に
、
関
東
祇
候
の
延
臣
等
の
働
き
と

並
ん
で
功
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
口



頼
嗣
将
軍
期
に
は
、

そ
の
活
躍
が
一
連
の
中
央
歌
壇
の
撰
集
に
撰
歌
さ
れ
る
と
い
う
形
に
結
実
す
る
。

総
じ
て
、
基
綱
は
、
歌
道
家
と
し
て
の
後
藤
家
の
基
礎
を
築
く
と
共
に
、
宗
尊
親
王
将
軍
期
の
歌
壇
が
興
隆
し
得
る
基
盤
作
り
の
役
割
り

を
果
し
た
有
力
な
る
一
人
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（三）

歌
人
基
政
に
つ
い
て
述
べ
る
。

基
政
の
歌
人
と
し
て
の
始
発
の
時
期
は
、
師
事
し
た
と
み
ら
れ
る
定
家
亮
去
の
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
以
前
に
想
定
し
得
ょ
う
。
事
実
、

嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
十
一
月
十
七
日
の
御
所
和
歌
会
に
、
父
基
綱
と
共
に
、
初
め
て
参
加
し
て
後
、
仁
治
元
年
ま
で
の
数
年
に
、
柳
営
の

和
歌
行
事
の
記
録
に
、
名
を
連
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
嘉
禎
四
年
（
暦
仁
元
年
）
閏
二
月
十
五
日
に
、
基
政
は
、
二
十
五
歳
で
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検
非
違
使
に
任
じ
て
お
り
（
既
述
）
、
言
わ
ば
御
家
人
と
し
て
一
人
前
と
な
り
、
基
綱
の
後
嗣
と
し
て
後
藤
家
の
家
統
を
継
承
し
得
る
地
位
に

就
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
が
、
鎌
倉
の
公
的
な
和
歌
へ
の
基
政
の
参
加
を
、
促
進
し
た
と
推
断
さ
れ
る
。
故
に
、
こ
の
暦
仁
元
年
は
、

基
政
が
同
歌
壇
に
公
式
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
年
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

総
じ
て
、
歌
人
基
政
の
発
動
期
は
、
頼
経
将
軍
期
の
後
半
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
社
会
的
背
景
と
し
て
、
幕
府
体
制
が

既
に
強
固
な
も
の
と
な
り
つ
つ
、

そ
れ
に
応
じ
て
、
文
事
が
鎌
倉
に
も
興
隆
す
る
。
個
人
的
に
は
、
当
初
よ
り
、
既
に
然
る
べ
き
地
位
を
斯

界
に
築
き
つ
つ
あ
っ
た
父
基
綱
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
訳
で
あ
る
（
基
政
の
、
言
わ
ば
初
学
期
も
、

父
の
存
在
が
影
響
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ

ょ
う

J

。
要
す
る
に
、
基
政
の
和
歌
修
養
は
、

そ
の
若
年
時
の
京
都
滞
留
・
定
家
師
事
等
の
可
能
性
も
勘
案
す
れ
ば
、

比
較
的
恵
ま
れ
た
環

境
の
中
に
為
さ
れ
た
と
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



続
い
て
の
頼
嗣
将
軍
期
は
、

歌
壇
の
低
調
さ
が
要
因
と
な
り
、

基
政
の
鎌
倉
に
於
け
る
和
歌
事
跡
は
之
し
い
。

し
か
し
、

こ
の
時
期
に

は
、
基
政
の
詠
が
中
央
歌
培
一
に
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

即
ち
、

『
現
存
和
歌
六
帖
』
・
『
続
後
撰
和
歌
集
』

へ
の
入
集
で
あ

る
。
但
、
そ
の
入
集
数
も
、
二
集
三
首
で
あ
り
、

総
体
的
に
見
て
、

父
基
綱
の
入
集
に
准
じ
て
採
歌
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

殊

に
、
『
続
後
撰
和
歌
集
』

へ
の
入
集
は
、
基
綱
の
嫡
嗣
、
幕
府
の
中
堅
と
し
て
の
基
政
に
重
点
が
置
か
れ
た
撰
入
で
あ
ろ
う
。

歌
人
基
政
の
本
格
的
活
躍
は
、
宗
尊
親
王
将
軍
在
位
期
に
入
り
、

よ
り
顕
著
と
な
る
。

宗
尊
親
王
の
将
軍
就
任
の
年
（
建
長
四
年
（
一
二
五

一
一
）
）
の
四
年
後
に
基
綱
が
没
す
る
。
従
っ
て
、
宗
尊
親
王
を
将
軍
に
載
さ
、
歌
壇
が
隆
盛
へ
と
向
う
状
況
と
、
基
政
が
名
実
共
に
後
藤
家
の

の
活
躍
を
促
し
た
と
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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当
主
と
な
り
（
父
卒
去
の
翌
年
引
付
衆
と
な
る
）
、
存
分
に
活
躍
し
得
る
立
場
に
な
っ
た
こ
と
と
が
、
図
ら
ず
も
相
互
に
連
関
し
、
歌
人
基
政

猶
、
故
基
綱
の
活
動
を
踏
襲
し
て
か
、
基
政
も
、
文
応
元
年
（
一
二
六

O
）
、
家
に
歌
合
を
催
し
て
い
る
と
知
ら
れ
る
（
同
）

O

そ
の
文
応
元
年
（
一
二
六

O
）
十
二
月
、
鎌
倉
歌
壇
は
、
真
観
を
歌
道
師
範
と
し
て
迎
え
入
れ
て
（
吾
妻
鏡
〕
後
、

い
よ
い
よ
振
興
す
る
。
別

げ
で
も
そ
の
最
盛
期
は
、
翌
弘
長
元
年
（
一
ニ
六
一
）
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
年
は
、
基
政
の
活
躍
が
顕
然
と
認
め
ら
れ
る
年
で
も
あ
る
。

こ
の
年
、
基
政
は
、
真
観
同
座
の
二
度
の
和
歌
会
に
参
加
し
、

又
、
「
歌
仙
」
の
評
価
を
得
て
（
三
月
二
十
五
日
）
和
歌
を
奉
じ
る
。
更
に
、

同
歌
壇
最
大
の
催
し
で
あ
る
と
言
え
る
、
『
中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
合
』
（
七
月
七
日
）
1

と
同
家
っ
百
首
L

（ω
）
（
九
月
）
に
、
弟
基
隆

と
共
に
参
加
す
る
。

そ
し
て
、

七
月
二
十
二
日
に
は
「
関
東
近
古
詠
」
撰
進
（
『
東
撰
和
歌
六
帖
』
）
を
、
宗
尊
親
王
よ
り
下
命
さ
れ
る
の
で
あ

る
（
こ
の
『
東
撰
和
歌
六
帖
』
の
成
立
・
内
容
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
論
じ
た
い
）
。



こ
の
下
命
は
、
既
述
の
如
く
、
柳
営
内
の
歌
人
基
政
に
対
す
る
評
価
の
顕
現
で
あ
ろ
う
が
、
殊
に
宗
尊
親
王
の
信
頼
に
は
絶
大
な
る
も
の

が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
憶
測
を
巡
ら
せ
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
は
、
宗
尊
親
王
の
、
北
条
一
族
に
対
す
る
一
種
の
屈
託
が
潜
ん
で
い
る

か
と
も
忠
わ
れ
る
。
或
い
は
又
、
基
政
の
、
若
年
時
に
於
け
る
後
嵯
峨
院
（
宗
尊
親
王
父
帝
）
周
辺
と
の
交
渉
（
前
稿
参
照
）
を
措
定
す
れ
ば
、

そ
れ
を
淵
源
と
し
た
、
宗
尊
親
王
と
基
政
と
の
個
人
的
な
好
誼
が
下
命
の
所
以
と
了
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
（
し
か
し
、
何
れ
も
仮

想
に
過
ぎ
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
の
研
究
を
侠
ち
た
い
）
。

さ
て
、

こ
の
宗
尊
親
王
・
冥
観
を
中
心
と
す
る
歌
壇
に
於
て
、
基
政
が
関
東
方
の
歌
人
と
し
て
主
導
的
地
位
を
占
め
た
と
い
う
こ
と
は
、

本
人
の
自
党
の
有
無
は
別
に
し
て
、
反
御
子
左
派
親
派
と
し
て
の
役
割
り
を
演
じ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
勿
論
、
こ
れ
は
基
政
個
人
の
問
題
に

留
ま
ら
な
い
。
周
知
の
如
く
、
反
御
子
左
派
が
勢
力
拡
大
の
為
に
、
宗
尊
親
王
将
軍
下
の
柳
営
の
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
（
町
続
古
今
和
歌
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集
』
撰
者
の
九
条
基

L

家
・
真
観
等
の
追
任
（
却
）
に
結
実
し
た
と
さ
れ
る
）
と
い
う
事
情
の
中
に
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
反
御
子
左
勢
力
の
、

基
政
に
対
す
る
評
価
が
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
九
月
、

基
家
撰
三
二
十
六
人
大
歌
合
』

へ
の
撰
入
2
）
と
な

っ
て
表
わ
れ
、
『
続
古
今
和
歌
集
七

へ
の
六
首
入
集
の
実
績
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
基
政
は
、
御
家
人
・
歌
人
と
し
て
恐
ら
く
は
更
な
る
活
躍
の
余
地
を
残
し
な
が
ら
、

玉
十
四
歳
で
卒
去
し
た
。
こ
の
基
政
の
鎌

倉
に
於
け
る
地
位
・
役
割
り
は
、
連
歌
に
つ
い
て
既
述
し
た
如
く
、
弟
の
基
隆
や
、
嫡
子
基
頼
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
、

既
に
宗
尊
親
王
は
鎌
倉
に
無
く
、

反
御
子
左
勢
力
も
中
心
人
物
の
相
次
ぐ
死
没
（
辺
）
に
伴
い
退
勢
消
滅
し
、

鎌
倉
の
文

述
は
衰
退
の
途
に
あ
っ
た
訳
で
あ
り
、
後
藤
家
の
人
々
も
特
記
す
べ
き
足
跡
を
残
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
猶
、
辛
う
じ
て
勅
撰
歌
人
の
命



脈
を
保
つ
て
は
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
上
、
歌
人
基
政
の
活
動
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
概
括
し
て
お
く
。

総
じ
て
、
歌
人
と
し
て
の
基
政
は
、
そ
の
御
家
人
と
し
て
の
公
的
側
面
が
父
某
籾
の
事
績
の
継
承
に
於
て
定
位
さ
れ
る
の
と
一
判
断
、
基
絢

の
影
響
下
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

父
基
綱
の
力
が
隆
盛
で
あ
っ
た
摂
家
将
軍
期
に
、

京
都
滞
留
と
定
家
へ
の
入
門
も
含
め
て
、

恵
ま
れ
た
環
境
の
中
、

歌
人
と
し
て
出
発

し
、
同
期
の
鎌
A
A
歌
壇
に
主
導
的
地
位
を
占
め
た
父
の
存
在
の
恩
志
に
も
浴
し
て
か
、
中
央
歌
JM一
に
も
認
知
さ
れ
る
に
到
っ
た
。

父
の
死
没
後
の
宗
尊
親
王
将
軍
期
に
は
、
御
家
人
と
し
て
の
地
位
の
向
上
も
相
侠
っ
て
、
某
政
の
活
動
は
全
盛
と
な
り
、
鎌
合
京
都
双
方
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の
歌

E

担
に
相
当
の
評
仙
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

む

す

び

以
上
、
後
肱
基
綱
・
北
山
政
父
子
の
歌
人
と
し
て
の
側
面
に
つ
き
、
そ
の
活
動
と
業
績
の
位
置
付
け
を
主
眼
と
し
て
考
察
し
た
。

一
水
久
の
乱
後
、
非
政
は
、
北
条
執
椛
体
制
の
確
立
の
中
に
安
定
し
て
ゆ
く
。

そ
れ
に
伴
い
、
関
東
に
も
中
央
長
族
文
化
へ
の
志
向
の
気
迩

が
高
ま
り
、
柳
営
中
松
の
人
々
の
間
に
、
京
都
文
化
の
積
極
的
一
日
子
受
の
姿
勢
が
、
漸
次
顕
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

他
方
、
そ
の
非
府
休
制
の
強
化
に
呼
応
す
る
形
で
、
政
治
的
・
経
済
的
接
近
を
試
み
る
中
央
貴
族
の
地
方
進
出
が
促
さ
れ
、
加
え
て
中
央

歌
J

何
一
の
対
立
的
立
識
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

一
目
顕
著
な
結
川
水
を
賛
す
こ
と
と
な
っ
た
。

言
わ
ば
表
裏
を
成
す
こ
の
耐
而
が
、
銑
八
川
文
化
附
形
成
の
主
要
動
囚
と
な
り
、

そ
の
情
勢
の
知
越
と
し
て
、
和
歌
史
の
局
面
に
於
て
は
、



関
東
歌
山
の
成
長
が
促
進
さ
れ
た
。

乙
ご
も
士
、

L
ヘ
寸
川
，

h
u
こ
士
、

、，

j
A
y
t

↑

J
t
tノ
lr十
1
k
y
u
t

王
朝
文
化
の
中
世
的
展
開
の
一
側
而
で
も
あ
る
。

当
然
、

か
か
る
背
公
の
中
に
、
幕
府
枢
機
た
る
後
藤
家
の
基
綱
・
基
政
父
子
の
歌
府
一
史
上
の
足
跡
を
辿
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
一
方
で
、

も
と
よ
り
、
基
綱
・
基
政
父
子
の
個
人
的
資
質
｜
｜
貴
族
的
素
養
ー
ー
ー
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
両
者
の
和
歌

史
上
の
事
績
｜
｜
i

京
都
・
鎌
倉
両
歌
壇
に
於
け
る
活
躍
と
評
価
ー
ー
の
意
味
を
探
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

狛
、
両
者
の
和
歌
の
内
容
的
考
察
に
つ
い
て
は
、
続
稿
に
そ
れ
を
期
し
た
い
。

［注］

（

1
）
 

山
川
稿
注
（

ω）
に
記
し
た
如
く
、
『
続
後
拾
遺
和
歌
集
』
一

O
七
四
番
歌
の
作
者
名
は
、
諸
本
に
よ
り
、
円
藤
原
草
綱
」
と
「
藤
原
基
綱
L

と
に
分

か
れ
る
。
こ
の
一
首
を
五
一
綱
詠
と
認
定
す
れ
ば
、
（
）
内
の
数
字
と
な
る
。
＊
印
を
付
し
た
各
類
題
集
は
、
可
統
後
拾
遺
集
ι
を
出
典
と
し
、
本

杭
末
尼
花
北
の
諸
本
に
よ
る
限
り
、
作
者
名
は
何
れ
も
、
「
脱
出
走
綱
」
（
「
重
綱
乙
で
あ
る
。

引
い
一
二
山
川
丈
』
第
六
号
（
昭
和
臼
年
ロ
月
刊
行
予
定
）
に
掲
載
の
予
定
。

山
川
稿
叩
品
目
1
行
日
以
下
参
照
。
略
系
凶
を
以
て
岡
山
本
の
関
係
を
示
し
て
お
く
。
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（

2
）
 

（

3
）
 

（後

時）
I
l
－－州
1
1ぷ
比
一
｜
基
刺

「
γ
ぃ
内
長
一
一

ー
以
来
1
1
女

（
宇
部
宵
）

1
1
羽
ト
お

一
（
笠
間
）



4 

猶
、
宇
都
宮
家
同
族
の
笠
間
時
朝
（
勧
進
か
）
の
五
十
首
歌
を
、
基
政
が
詠
じ
て
い
る
と
知
ら
れ
る
〔
新
和
歌
集
〕
。

O
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
十
一
月
一
日

t
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
八
月
十
五
日
前
後
。
（
石
田
吉
貞
氏
『
宇
都
宮
歌
山
と
そ
の
性
格
L

（
『
国
語
と

国
文
学
L

昭
勾
・
ロ
）
）

O
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
七
月
二
日
ま
で
に
一
応
成
立
し
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
二
夏
過
ぎ
ま
で
に
切
継
作
業
。
数

十
年
を
経
て
、
宇
都
宮
公
綱
或
い
は
そ
れ
に
近
い
者
に
よ
っ
て
公
綱
歌
二
首
補
入
。
（
石
川
速
夫
氏
可
新
式
和
歌
集
』
解
説
昭
日
・
叩
）
等
。

前
稿
刊
頁
同
の
7
行
日
の
、
っ
学
問
書
番
L

は
誤
り
で
あ
り
、
訂
正
し
た
い
。
猶
、
現
在
ま
で
に
気
付
い
た
前
稿
の
そ
の
他
の
誤
植
・
誤
記
を
、

こ
こ
に
訂
正
し
て
お
く
。

O

お
頁
5
行

H
「
基
綱
十
二
首
L

↓
「
基
政
十
二
首
L

O

ロ
頁
3
行
目
「
幕
政
が
、
し
↓
「
主
政
が
、
L

暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
二
月
二
十
八
日
条
H
「
二
条
少
将
教
定
」

O
克
元
元
年
（
一
二
四
三
）
九
月
五
日
条
日
「
二
条
中
将
」
（
中
略
）

O
建
長

三
年
（
一
二
五
一
）
二
月
二
十
四
日
条
H
ゴ
一
条
中
将
L

O

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
五
月
十
九
日
条
日
寸
右
兵
衛
督
教
定
朝
臣
」

『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
（
明
治
書
院

mm
幻
・
日
）
は
、

J
比
家
の
教
え
を
受
け
、
L

（
っ
民
政
」
の
項
・
石
間
吉
貞
氏
）
と
し
、
可
和
歌
文
学
辞
典
』
（
有

吉
保
氏
制
・
桜
楓
社
昭
幻
・

5
）
は
、
「
定
家
の
弟
子
。
L

（
「
主
政
L

の
項
）
と
す
る
o

可
日
木
古
典
文
学
大
辞
典
L

（
岩
波
書
店
昭
円
・
刊
）
の

「
藤
原
基
政
」
の
項
（
樋
口
芳
麻
呂
氏
）
、
『
和
歌
大
辞
典
』
（
明
治
書
院
昭

ω
・
3
）
の
「
北
川
政
」
の
項
（
安
井
久
長
口
氏
）
は
、
共
に
こ
の
点
に
つ

い
て
の
言
及
は
無
い
。

同
記
事
も
含
め
て
、
各
作
者
に
付
さ
れ
た
注
記
（
朱
書
も
含
）
は
、
宇
都
宮
二
荒
山
神
社
本
以
下
の
数
本
に
見
ら
れ
る
が
、
群
書
類
従
木
・
村
上
日

文
庫
本
等
の
諸
本
に
は
無
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
集
・
同
目
録
の
成
立
問
題
と
も
絡
み
、
猶
、
後
考
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。

同
時
期
の
鎌
倉
の
連
歌
に
つ
い
て
は
、
金
子
金
治
郎
氏
『
蒐
玖
波
集
の
研
究
』
（
風
間
井
一
川
昭
刊
・
ロ
）
に
詳
し
い
。
本
稿
の
記
述
も
、
同
書

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
学
思
を
感
謝
申
し
上
げ
る
。

寸
一
山
し
と
っ
天
L

・
「
降
る
し
と
「
経
る
」
を
掛
け
、
武
街
（
「
み
か
さ
の
や
ま
し
）
に
よ
る
天
下
安
寧
の
立
を
表
し
た
も
の
か
。

注（
9
）
所
掲
害
問
頁
1
t
2
行
目
。

注
（
9
）
所
掲
書
に
よ
る
。

嘉
禄
二
一
年
（
一
二
二
七
）
七
月
二
十
五
日
、
将
軍
頼
粍
は
、
方
選
の
為
、
西
侍
火
焔
附
に
宿
泊
し
、
近
川
小
川
数
輩
が
参
候
し
、
連
敗
等
が
あ
る
（
吾
妻

鈍〕。
注（
9
）
所
掲
書
に
よ
る
。

- 83 -

5 
（

6
）
 

（

7
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（刊）
（日）

（口）
（日）14 



注（
9
）
所
掲
害
問
頁
7
I
8
行
日
。

注
（
9
）所掲壮一円

m
H
U
行
日
。

同
頁
の
引
用
は
、
注
（
9
）
所
掲
世
一
一
問
頁
7

1
日
行
打
。

可
夫
木
和
歌
集
b

の
公
判
詠
の
前
者
に
よ
る
。
納
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
稿
「
僧
正
公
明
に
つ
い
て
1
1
1
ぞ
の
伝
と
歌
日
一
的
位
同
｜
｜
」
（
可
国

語
と
凶
文
学
』
昭
日
・

9
）
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
ホ
甚
で
あ
る
。

安
井
久
苦
氏
寸
中
世
散
侠
百
人
zH
和
歌
二
種
に
つ
い
て
i
｜
光
俊
勧
進
結
縁
経
一
畏
百
首
・
中
務
卿
宗
尊
制
王
家
百
昨
日

l
i
L
（
可
日
本
大
学
一
河
川
ナ
集
志
』

人
文
特
集
号
I
）
に
於
て
、
時
期
の
考
一
正
と
詠
歌
集
成
が
な
さ
れ
て
い
る
。

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）
三
月
十
六
日
に
、
為
家
に
後
嵯
峨
院
の
院
立
が
下
り
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
九
月
に
、
基
山
本
・
家
良
・
行
山
本
・
真
簡

が
追
任
さ
れ
た
（
家
良
は
撰
定
以
前
に
没
）
。

こ
の
撰
入
の
事
情
は
、
よ
り
直
接
的
に
は
、

q
u

中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
五
十
者
歌
合
』
に
基
家
が
加
判
し
た
こ
と
に
遡
源
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
可
百
五
十
番
歌
合
』
出
詠
者
三
十
名
中
、
コ
一
十
六
人
大
歌
合
L

に
撰
入
さ
れ
た
者
は
、

宗
尊
親
玉
、
同
家
小
督
、
隆
弁
、
基
政
、
公
朝
、
能
清
、
真
視

の
七
名
で
あ
る
。

北
川
政
は
、
『
百
五
十
番
歌
合
』
に
於
て
、
コ
川
遠
江
守
時
在
L

と
番
え
ら
れ
て
い
る
。
判
一
刈
は
十
呑
中
七
番
に
付
さ
れ
、
内
四
番
は
勝
負
が
明

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
残
り
の
三
番
は
基
政
の
勝
と
な
っ
て
い
る
。

（
辺
）
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
正
月
十
一
日
、
行
家
没
（
日
歳
）
。
同
二
年
（
一
二
七
六
）
六
月
九
日
、
真
観
没
（
何
歳
）
0

串
本
稿
所
引
の
諸
本
の
本
文
は
以
下
の
と
お
り
（
旧
宇
は
、
遮
冗
新
字
に
改
め
た
）
。

吾
妻
鏡
：
・
糊
相
凶
史
大
系
。
勅
撰
和
歌
集
・
万
代
和
歌
集
・
犬
木
和
歌
抄
：
・
新
制
国
波
大
観
o

現
存
和
歌
六
帖
・
続
群
書
類
従
。
同
抄
出
本
・
・
「
抄
出

本
寸
現
存
和
歌
六
帖
」
（
校
本
と
宗
引
）
」
（
守
凶
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
六
号
）
。
芸
菜
和
歌
集
・
秋
風
抄
・
三
十
六
人
大
歌
合
・
：
続
群
書
類
従
。

束
成
和
歌
六
帖
：
・
続
昨
書
煩
従
。
同
抄
山
本
・
：
「
川
河
川
川
一
一
洲
一
比
三
山
寸
一
恐
怖
…
和
状
六
帖
」
（
解
説
と
翻
刻
）
L

（
可
同
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
二

号
）
。
拾
遺
風
鉢

m歌
集
・
：
松
平
文
庫
（
一
一
二

0
1七
）
本
。
同
抄
川
本
：
・
松
平
文
庖
（
一
一
二

O
l八
）
本
。
二
八
明
題
和
歌
集
・
後
葉
和
歌
集
・
資
賢

集
・
：
凶
書
寮
叢
刊
。
和
歌
題
林
思
抄
・
：
洞
旧
市
立
光
正
図
書
館
蔵
元
禄
五
年
刊
本
（
同
文
学
研
究
資
料
館
紙
焼
本
に
よ
る
）
。
明
題
和
歌
全
集
：
・
福

武
書
店
版
。
新
和
歌
集
：
・
宇
都
宮
二
荒
山
神
社
刊
本
。
中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
合
・
六
花
拘
収
集
・
：
古
典
文
庫
。
中
務
刷
宗
尊
視
王
家

（日）
（
凶
）

（
打
）

（
時
）

19 （却）21 
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百
首
（
散
逸
）
・
：
寸
中
世
散
侠
百
首
和
歌
二
種
に
つ
い
て
1

1

光
俊
勧
進
結
縁
経
一
畏
一
白
首
・
中
務
卿
宗
尊
現
王
家
百
十
口
｜
｜
L

（
可
日
本
大
学
商
学
集
志
』

人
文
特
集
号
I
）
以
上
、
順
不
同
。

年

（
将
軍
尖
刊
）

入士三

！内11 

3ド

建
保
二
年

（
将
軍
頼
終
）

克
存
一
一
一
小

γ司
山
い
｝
正
i
－一

a
r
．

乍
仁
Y
T
」
t
一二

r

永
フじ
~f 

一
月
・
日
一
年
齢
一

側
一
一
切
一

基
一
基
一

3

一

一

一

山
一
2
・
2
一
刀
一
一
一
基
綱
、
「
学
問
所
番
」
と
な
る
（
1

）

O

〔
吾
妻
鏡
〕

4

一

一

幻

一

一

糾

一

1

一
基
政
、
生
誕
0

4
i

一

一

9

一

一

一

山
一
1
・

U

一
持
一
6
↑
実
朝
亮
去
。
こ
れ
以
前
、
基
綱
、
実
朝
家
歌
会
に
出
詠
。
〔
新
勅
撰
集
〕

O

一

一

一

一

幻
↑
3
・
円
一
日
一
打
一
五
綱
、
将
軍
頼
経
海
上
遊
覧
（
六
浦
津
よ
り
出
船
。
管
絃
有
り
）
の
連
歌
に
秀
句
を
献
ず
る
。
秀
句
献
口
王
者
・
：
北

一
一
一
条
時
一
応
（
連
署
）
、
同
泰
時
（
執
権
）
、
涼
親
行
、
東
胤
行
等
。
〔
五
日
安
鏡
〕

4
2
1

一

一

幻
一
9
・
日
一
日
一
凶
一
基
綱
、
御
所
和
玖
会
に
参
加
。
参
加
者
・
：
源
親
行
、
伊
賀
光
西
等
。
（
吾
妻
銑
〕

今

ノ

』

一

一

口
一
日
－

m
ロ
円
一
ぷ
綱
、
永
福
寺
山
御
（
降
雪
に
つ
き
林
頭
を
見
る
為
）
の
将
軍
頼
経
に
従
い
、
釣
殿
の
和
歌
会
に
参
加
。
参
加
者

・
：
北
条
政
村
、
同
実
泰
、
町
野
俊
康
、
藤
原
定
員
、
部
筑
経
景
、
東
胤
行
、
波
多
野
朝
定
以
下
（
「
携
ニ
和
歌
一

之
輩
L

）
。
快
雅
。

帰
途
、
基
綱
、
北
条
泰
時
と
連
歌
を
交
わ
す
。
（
否
去
、
鏡
〕

西歴

七

年

表
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天
福
元
年

文
暦
二
年

嘉
禎
三
年

嘉
禎
四
年

建
長
三
年

嘉
禎
四
年

延
応
元
年

1239 1238 1251 1238 1237 1235 1233 

9 7 11 5 2 3 3 2 1 9 5 4 

30 20 17 9 12 9 26 13 5 17 

53 55 57 58 59 

26 20 

基
綱
、
新
御
所
初
和
歌
会
（
寸
被
レ
守
ニ
庚
申
－
他
。
L

。
題
H
「
桜
花
盛
久
。
花
亭
祝
言
。
L

（
一
条
一
顧
氏
献
題
）
）
に
参
加
。

参
加
者
：
・
北
条
泰
時
、
足
利
義
氏
、
北
条
資
時
、
伏
雅
、
伊
賀
光
宗
、
源
刻
行
、
安
達
義
去
、
都
筑
経
景
、

波
多
野
朝
定
等
。
〔
吾
妻
鏡
〕

基
綱
、
北
条
泰
時
亭
（
将
軍
頼
経
、
御
台
所
入
御
）
の
連
歌
（
1

彼
卯
花
程
麦
等
花
盛
L

に
よ
る
）
に
応
召
参
加
。

参
加
者
・
：
北
条
資
時
、
同
政
村
、
源
相
机
行
（
寸
献
ニ
秀
句
－
也
之
問
、
庶
賜
ニ
御
剣
一
」
）
、
都
筑
経
呆
等
。
（
五
口
実

鏡〕

基
綱
、
御
所
和
歌
会
（
端
午
節
句
。
題
H
「
翫
－
一
日
日
市
↓
開
－
一
郭
公
↓
L

）
に
参
加
。
参
加
者
：
・
北
条
政
村
、
同
資
時
、

源
親
行
、
伊
賀
光
西
、
波
多
野
経
朝
、
都
筑
経
景
等
。
「
阿
同
司
」
（
執
権
北
条
泰
時
・
連
署
同
時
一
日
）
披
訴

の
庖
に
伺
候
。
〔
吾
妻
鏡
〕

基
綱
、
北
条
泰
時
（
執
権
）
邸
和
歌
会
（
「
密
々
之
義
」
）
に
参
加
。
参
加
者
・
：
淑
親
行
等
。
〔
五
日
妻
銃
〕

22 

基
綱
、
大
倉
の
藤
原
親
実
家
（
将
軍
頼
経
方
違
の
為
入
御
）
庚
申
会
（
二
首
和
歌
。
題
日
「
竹
間
鴛
。
寄
松
祝
）
に
、

懐
紙
を
進
上
。
懐
紙
進
上
者
：
・
石
山
侍
従
、
涼
光
行
、
後
藤
基
綱
、
伊
賀
光
西
、
東
行
胤
等
。
〔
五
口
実
鏡
〕

基
綱
、
自
邸
に
将
軍
頼
経
を
迎
え
、
雅
宴
を
催
す
（
2
）
（
夜
和
歌
会
）
0

可
新
勅
撰
和
歌
集
』
成
立
（
浄
書
完
成
）
。
基
綱
（
二
首
）
入
集
。
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24 

基
綱
、
二
条
教
定
家
歌
合
に
参
加
。
〔
新
続
古
今
和
歌
集
〕

25 

基
綱
・
基
政
一
、
御
所
和
歌
会
に
参
加
。
参
加
者
・
：
北
条
泰
時
、
同
資
時
、
源
親
行
等
。
（
長
井
泰
秀
、
「
盃
酒
、

置
物
等
」
を
設
え
る
）
〔
吾
妻
鏡
〕

基
綱
、
自
邸
に
将
軍
頼
経
を
迎
え
、
雅
宴
を
催
す
（
3
）O

基
政
、
御
所
和
歌
会
（
題
H
寸
行
路
紅
葉
。
暁
捷
衣
。
九
月
輩
。
」
）
に
懐
紙
を
献
上
。
懐
紙
献
上
者
・
：
北
条
政
村
、

同
経
時
、
同
資
時
、
伊
賀
光
宗
、
藤
原
定
円
以
等
。
〔
吾
妻
鈷
〕



説
建
長

1251 1250 年 1258 1249 1248 1243 1241 1240 

1250 一 一一一一一一一一一一一一
2 4 頃 12 9 9 10 9 8 5 

ム 18 ~ 5 11 13 15 12 

71 70 

38 37 

基 l『
直綱前
北北 [P 
条条 ~I'-
H寺政 'f; 
ff＇（村」 L

、JI!）廿

鎌当 r~ 
i1! 'l延~
行云一
俊百官
等六丁

~ 1j！毛
以継
三；；政

百f
－~· 季五

十力り
種 v

重参
主力口
一。者

欲：

事長L ,Lァ
'-' Jlニ

延
応
二
年

仁
治
二
年

寛
元
元
年

（
将
軍
頼
嗣
）

宝
治
二
年

建
長
元
年

正
嘉
二
年

建
長
二
年

建
長
三
年

60 

27 

基
綱
、
御
所
和
歌
会
（
「
於
ニ
，
M
御
所
一
被
ニ
披
講
ご
。
題
U
寸
深
山
郭
公
。
隣
家
橘
。
社
頭
祝
。
L

）
に
参
加
。
参
加

者
：
・
一
条
能
清
、
北
条
政
村
、
安
達
義
品
川
、
一
二
泊
光
村
、
伊
賀
光
宗
、
快
雅
、
藤
原
定
員
等
。
（
「
前
武
州

（
執
権
北
条
泰
一
時
）
被
レ
奉
二
百
物
砂
金
羽
色
革
巻
絹
以
下
一
」
）
〔
吾
妻
鏡
〕

基
政
、
御
所
観
月
当
山
和
歌
会
（
「
将
軍
家
令
レ
翫
＝
明
川
ご
）
に
参
加
。
参
加
者
・
：
北
条
政
村
、
同
資
時
、
伊
賀

光
宗
等
。
（
「
女
房
被
レ
進
一
一
怯
紙
一
」
）
〔
吾
妻
鋭
〕

基
綱
・
弘
政
、
御
所
柿
本
版
供
和
歌
に
参
候
。
柿
本
影
供
（
「
於
ニ
広
御
出
届
－
有
ニ
北
ハ
儀
ご
）
：
・
「
卿
僧
正
快
雅
」
、

講
式
・
伽
陀
を
読
む
（
4
）0

そ
の
後
和
歌
披
講
。
参
候
者
・
：
北
条
政
村
、
同
実
時
、
同
資
時
、
三
浦
光
村
、

一
伊
賀
光
宗
、
源
親
行
等
。
〔
五
日
妻
銃
〕

一
基
綱
・
基
政
、
御
所
和
歌
会
に
参
加
。
参
加
者
：
・
北
条
政
村
、
降
弁
、
源
親
行
、
伊
賀
光
西
等
。
〔
吾
妻
鏡
〕

知
一
基
綱
、
自
邸
に
将
軍
頼
経
を
迎
え
、
雅
安
を
催
す
（
5
）
（
和
歌
有
り
）
O

お
っ
万
代
和
歌
集
』
成
立
（
初
撰
本
）

O

基
綱
（
一
一
首
）
入
集
。

一
『
現
存
和
歌
六
帖
』
成
立
か
o

基
綱
（
一
首
）
．
基
政
（
二
首
）
入
集
。

61 

28 

63 68 

子千 :JJ; 

一年内
~；~ iN 

J長

大
仏
（
北
条
）
朝
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（
将
軍
宗
化
枠
組
王
）
一

今‘d

廿い－
i

．tj
l
J
A

戸コ一，‘，

l
人
1
6
J
1
J
F
2
1

ヲ』

F

L

～

4

一

同

六

年

お

一

3

・

3

一

一

一

一

一

建
長
五
年
お
一
口
・
お
一
九
一
一
判
一
『
続
後
撰
和
歌
集
nu

奏
見
。
江
川
綱
（
二
首
）
、
県
政
（
一
首
）
入
集
。

－

一

一

一

一

五

リ

一

一

一

一

建
長
八
年
お
一

7
・
口
一
九
一
川
村
一
基
綱
、
北
条
時
相
（
執
位
）
邸
（
将
軍
山
市
時
親
王
入
御
）
和
歌
会
に
参
加
か
。
参
加
者
・
：
北
条
政
村
、

4
1

一

一
一
一
階
堂
行
義
、
三
浦
盛
時
、
二
階
堂
行
忠
等
。
〔
五
日
妻
鏡
〕

（
康
元
元
年
）
山
一
日
－

n
一

一

一

品

卒

去

。

D
O

一

一

一

正

嘉

二

年

お

一

1

・

1

一

一

一

－

1

U

一

1

一

一

一

一
一
一
一
可
新
和
歌
集
」
成
立
か
。
主
政
（
十
二
首
）
、
抗
一
段
（
五
首
）
、
本
欄
女
（
一
首
）
入
集
。

ny

一

一

一

一

正
元
元
年
お
一

8
・

日

一

一

一

4
E
A
 

（
一
説
弘
一
長
一
冗
年
初

7
月
頃
主
で
切
継
）

ハU

一

一

正
元
二
年
お
一

1

・
却
一

4
E
A

一

一

Q
U

一

（
文
応
一
万
年
）
お
一
一

4

・
P
ム

一

1
1

一

一

文
応
二
手
民
一

1

・
お
一

一
3
・
お
↑

1
i

一

（
弘
長
元
年
）
泌
一

5
・
5

一

唱

－

一

↑

可
芸
架
和
歌
集
』
成
立
か
。
主
綱
（
一
一
首
）
入
集
。

同
時
直
、

打
一
基
政
、
廿
北
陸
と
共
に
「
空
白

r

？
と
な
る
（
6

）

O

〔
百
長
池
町
〕

一
品
政
、
家
に
説
会
を
俗
、
γ
。
〔
九
六
木
抄
）

一
品
攻
、
和
歌
会
始
に
参
加
。
題
・
前
印
紙
貼
一
川
顕
氏
。
訂

一
（
連
署
）
、
同

ι同
（
執
椛
）
、
同
時
弘
、
同
義
政
、
押
垂
範
一
河
、
城
山
行
俊
等
O

〔
五
口
実
鈍
〕

一
基
政
、
当
番
当
日
に
五
首
和
歌
を
末
、
ず
る
つ
歌
仙
」
の
一
人
に
民
入
さ
れ
る
（
7

）

O

衆
人
・
：
冷
泉
降
茂
、

一
院
（
藤
ぱ
）
基
地
、
北
条
時
広
、
同
時
通
、
抑
主
範
元
、
鎌
田
行
佼
等
。
〔
五
什
主
鏡
〕

十
足
政
、
御
所
和
歌
会
に
参
加
。
参
加
ず
：
紙
毘
河
顕
氏
、
真
観
、
北
条
時
広
、
同
義
政
等
。
〔
瓦
μ
妻
鏡
〕
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弘
長
二
年

弘
長
三
年

将
軍
d惟
康
親
王

1267 1265 

文
永
二
年

文
永
四
年

吋
J

・

吋
J

7

・2

基
政
・
基
隆
、
『
中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
五
十
番
歌
合
』
に
出
詠
。

作
法
政
、
「
関
東
近
右
詠
可
ニ
撰
進
－
之
巾
」
を
将
軍
宗
尊
視
王
よ
り
で

六
帖
L

）

某
政
・
基
隆
、
「
中
務
卿
宗
尊
親
王
家
百
首
」
作
者
o

m
刊
基
政
、

3
二
十
六
人
大
歌
合
』
に
撰
入
さ
れ
る
。

日
基
政
、
在
京
役
の
為
上
洛
。

基
隆
、
将
軍
の
命
に
よ
り
、
前
夜
の
連
歌
（
9
）
に
合
点
す
る
。
〔
吾
妻
鏡
〕

ロ
『
続
古
今
和

日
一
廿
北
一
政
卒
去
。

1263 1262 

12 9 9 ど

0
・

司

4

8
・ロ

6
・
幻

年
表
注

（1
）
前
稿
刊
頁
同
の
7
行
目
以
下
参
照
。

（
2
）
前
稿
件
頁
の
①
参
照
。

（
3
）
前
稿
付
頁
の
②
参
照
。

（4
）
コ
耳
髪
L

と
し
て

J
維
喉
丸
。
如
意
丸
。
摩
尼
球
丸
。
妙
殊
丸
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
〔
吾
妻
鏡
〕
。

（
5
）
前
稿
何
頁
の
③
参
照
。

（6
）
前
稿
臼
頁
7
行
目
以
下
参
照
。

（7
）
前
稿
ロ
頁
の
①
参
照
。

（8
）
注
（
6
）
に
同
じ
。

（9
）
寸
十
一
日
戊
午
。
雨
降
。
申
越
以
後
属
レ
者
。
於
ニ
崩
御
所
↓
御
連
歌
五
十
員
。
掃
部
助
範
元
五
旬
。
為
ニ
執
筆
ご
。
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参
加
者
・
・
・
「
前
右
兵
衛
督
教
定
以



中
務
権
少
輔
重
教
朝
臣
一
旬
侍
従
某
一
長
三
句
遠
江
前
司
時
直
五
句
右
馬
権
助
清
時
四
句
河
山
前
司
親
行
七
句
武
蔵
五
郎
時
忠
四
句
加

賀
入
道
親
願
一
旬
左
衛
門
少
尉
行
佐
二
句
左
衛
門
尉
行
俊
一
旬
左
衛
門
別
忠
景
四
句
御
勾
八
句
云
云
O
L

〔
吾
妻
鏡
・
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）

（
公
尊
親
王
）

八
月
十
一
日
条
）
〕

句
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